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第１条～第２条 （略） 

 

（評価方式） 

第３条 契約担当者は、総合評価落札方式を実施するに当たっては、対象工事の規模および技術的難易度に応じて、次のいずれか

の評価方式を選定するものとする。 

⑴ 入札価格および同種工事の経験、工事成績等を一体として評価する方式（以下「実績評価型（簡易型）」という。） 

⑵ 入札価格および技術提案（同種工事の経験、工事成績等を含む。以下同じ。）を一体として評価する方式（以下「技術提案型

（標準型）」という。） 

２ 実績評価型（簡易型）は、原則として、設計額（消費税および地方消費税に相当する額を含む。以下同じ。）が土木一式工事に

あっては５千万円以上、その他の工事については３千万円以上（交通量の多い現道上の舗装工事にあっては１千万円以上）の工

事である場合に選定するものとする。 

３ 技術提案型（標準型）は、設計額が３億円を超える工事である場合に選定するものとする。ただし、技術的な工夫の余地が小

さな工事については、実績評価型（簡易型）とすることができる。 

 

第４条 （略） 

 

（総合評価落札方式における入札公告の記載事項） 

第５条 契約担当者は、総合評価落札方式により一般競争入札に付そうとするときは、福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第

１１号。以下「財務規則」という。）第１４９条および特定調達契約に係る一般競争入札実施要領、制限付き一般競争入札実施要

領または制限付き一般競争入札（事後審査型）実施要領に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告するものとする。 

⑴ 入札に付する工事が総合評価落札方式の対象となる工事であること。 

⑵ 評価対象となる項目（以下「評価項目」という。）およびその評価基準 

⑶ 技術資料および技術資料に記載された事実を確認するための資料（以下「総合評価確認資料」という。）の内容、提出の方

法、期間および場所その他技術資料および総合評価確認資料に関する事項 

⑷ 総合評価の評価方式 

⑸ 技術提案に係る内容の履行の確保に関する事項 

⑹ その他総合評価落札方式の実施に関し必要な事項 

２ 評価項目および評価基準は、別記２から９までの評価基準表を参考として設定するものとする。 

 

（評価方法） 

第６条 総合評価落札方式による評価の方法は、次に掲げる工事区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるところにより行うものと

する。 

⑴ 低入札価格調査制度を適用する工事 

   評価点＝標準点＋技術評価点 

   評価値＝評価点／入札価格 

 ⑵ 低入札価格調査制度を適用しない工事 

次に掲げる入札価格の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。 

   ア 入札価格が基準価格以上の場合 

評価点＝標準点＋技術評価点 

    評価値＝評価点／入札価格 

イ 入札価格が基準価格未満の場合 

評価点＝標準点＋技術評価点 

評価値＝評価点／｛基準価格+α×（基準価格－入札価格）｝ （係数α＝3） 

２ 前項の「標準点」とは、全ての入札参加者に与える数値をいい、その数値は１００点とする。 

３ 第１項の「技術評価点」とは、別記２から９までに規定する評価基準表に定める評価項目ごとに与える加算点を合計した数値

をいい、技術提案型（標準型）にあっては３０点以内、実績評価型（簡易型）にあっては１５点以内で、当該評価基準表に定め

る数値を満点とする。 

４ 第１項の「基準価格」とは、第１４条の規定により定める額をいう。 

 

 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（評価方式） 

第３条 契約担当者は、総合評価落札方式を実施するに当たっては、対象工事の規模および技術的難易度に応じて、次のいずれか

の評価方式を選定するものとする。 

⑴ 入札価格および同種工事の経験、工事成績等を一体として評価する方式（以下「実績評価型（簡易型）」という。） 

⑵ 入札価格および技術提案（同種工事の経験、工事成績等を含む。以下同じ。）を一体として評価する方式（以下「技術提案型

（標準型）」という。） 

２ 実績評価型（簡易型）は、原則として、設計額（消費税および地方消費税に相当する額を含む。以下同じ。）が土木一式工事に

あっては５千万円以上、その他の工事については３千万円以上（交通量の多い現道上の舗装工事にあっては１千万円以上）の工

事である場合に選定するものとする。 

３ 技術提案型（標準型）は、設計額が２億円を超える工事である場合に選定するものとする。ただし、技術的な工夫の余地が小

さな工事については、実績評価型（簡易型）とすることができる。 

 

第４条 （略） 

 

（総合評価落札方式における入札公告の記載事項） 

第５条 契約担当者は、総合評価落札方式により一般競争入札に付そうとするときは、福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第

１１号。以下「財務規則」という。）第１４９条および特定調達契約に係る一般競争入札実施要領、制限付き一般競争入札実施要

領または制限付き一般競争入札（事後審査型）実施要領に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告するものとする。 

⑴ 入札に付する工事が総合評価落札方式の対象となる工事であること。 

⑵ 評価対象となる項目（以下「評価項目」という。）およびその評価基準 

⑶ 技術資料および技術資料に記載された事実を確認するための資料（以下「総合評価確認資料」という。）の内容、提出の方

法、期間および場所その他技術資料および総合評価確認資料に関する事項 

⑷ 総合評価の評価方式 

⑸ 技術提案に係る内容の履行の確保に関する事項 

⑹ その他総合評価落札方式の実施に関し必要な事項 

２ 評価項目および評価基準は、別記２から８までの評価基準表を参考として設定するものとする。 

 

（評価方法） 

第６条 総合評価落札方式による評価の方法は、次に掲げる工事区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるところにより行うものと

する。 

⑴ 低入札価格調査制度を適用する工事 

   評価点＝標準点＋技術評価点 

   評価値＝評価点／入札価格 

 ⑵ 低入札価格調査制度を適用しない工事 

次に掲げる入札価格の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。 

   ア 入札価格が基準価格以上の場合 

評価点＝標準点＋技術評価点 

    評価値＝評価点／入札価格 

イ 入札価格が基準価格未満の場合 

評価点＝標準点＋技術評価点 

評価値＝評価点／｛基準価格+α×（基準価格－入札価格）｝ （係数α＝3） 

２ 前項の「標準点」とは、全ての入札参加者に与える数値をいい、その数値は１００点とする。 

３ 第１項の「技術評価点」とは、別記２から８までに規定する評価基準表に定める評価項目ごとに与える加算点を合計した数値

をいい、技術提案型（標準型）にあっては３０点以内、実績評価型（簡易型）にあっては１５点以内で、当該評価基準表に定め

る数値を満点とする。 

４ 第１項の「基準価格」とは、第１４条の規定により定める額をいう。 
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第７条～第２１条 （略） 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行の日前に公告を行った入札により行う総合評価落札方式の手続きについては、なお従前の例による。 

３ 福井県建設工事総合評価落札方式試行要領は、廃止する。 

 

   附 則（平成２３年７月１４日） 

１ この要領は、平成２３年７月１５日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２４年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２５年５月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２６年６月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成３０年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和元年１０月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和２年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

第７条～第２１条 （略） 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行の日前に公告を行った入札により行う総合評価落札方式の手続きについては、なお従前の例による。 

３ 福井県建設工事総合評価落札方式試行要領は、廃止する。 

 

   附 則（平成２３年７月１４日） 

１ この要領は、平成２３年７月１５日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２４年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２５年５月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２６年６月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成３０年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和元年１０月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和２年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 
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附 則 

１ この要領は、令和３年５月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手
続については、なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この要領は、令和４年７月１５日（次項において「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手
続については、なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この要領は、令和５年５月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手
続については、なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この要領は、令和６年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手
続については、なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この要領は、令和７年５月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手
続については、なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この要領は、令和８年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手
続については、なお従前の例による。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年５月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手

続については、なお従前の例による。 

 
附 則 

１ この要領は、令和４年７月１５日（次項において「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手
続については、なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この要領は、令和５年５月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手
続については、なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この要領は、令和６年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手
続については、なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この要領は、令和７年５月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 
２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日前に入札公告を行った工事に係る入札の手
続については、なお従前の例による。 
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別記１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ （略） 

 

 別記２ （土木一式工事）～別記３ （鋼構造物工事） （略） 

 

 

別記１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ （略） 

 

 別記２ （土木一式工事）～別記３ （鋼構造物工事） （略） 
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別記４ （建築一式工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記４ （建築一式工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記４

（Ａ) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(Ｂ)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規

模以上であったもの
1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規
模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

同種同程度の民間工事等の工事実績について、建築基準法

の規定による検査済証および中間検査合格証（中間検査が
不要なものを除く）の写しまたは検査機関発行のこれらに

代わる証明書を提出できる場合

1.0

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（Ｃ)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規
模以上であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規

模の80%以上100%未満であったもの
1.0

上記以外 0.0

一級建築士かつ１級建築施工管理技士保有（設計金額7千万

円以上の工事）
一級建築士または１級建築施工管理技士保有（設計金額7千

万円未満の工事）

1.0

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

推奨単位以上を取得している　 0.5

上記以外 0.0

(Ｄ)
○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

 3名以上（設計金額2億円を超える工事）

 2名以上（設計金額2億円以下の工事） 0.5

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 0.5

災害協定の締結なし 0.0

(１)および（２)を満たす 0.5

上記以外 0.0

30.0

15.0

（注）

３．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無(b)社会貢献度

２．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

(ｄ)県内企業および県
産品の活用

(１)県内企業の活用

①～③のいずれかを満たす場合
① 元請企業が「「発注者が指定する工種(別紙１)」を除く工種」

の全てについて県内に主たる営業所を有する企業を下請企業とし

て活用する
② 「「発注者が指定する工種(別紙１)」を除く工種」の全てにつ

いて、県内に主たる営業所を有する元請企業が、その一部を県内

に主たる営業所を有する企業を下請企業として活用し、残りを自
ら施工する

③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工
種(別紙１)」を除く工種」の全てを自ら施工する

(２)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含
む）

発注者指定の品目数以上（○○品目以上）

(c)地域貢献度

企業内の福井県震災建築物応急危険度判定士の有無

福井県との県有建築物に係る緊急災害時等における災害協定締結
の有無

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については、別記１のとおりとする。

(e)配置予定技術者の継
続学習への取組状況

建築士会ＣＰＤ制度または建築ＣＰＤ(継続能力／職能開発)情報

提供制度におけるにおける取得単位数
［推奨単位数］12単位／年間

　　　または、24単位／2年間

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業

の

地
域

性
、

社

会
性

　

5
.

0

点

品質管理マネジメントISO9001認証を取得している。

(a)同種工事の施工経験

の有無
（平成○年4月1日から入
札の申し込みを行った日
まで）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監
理技術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有
しているか

配

置
予

定

技
術

者
の

技

術
力

　

4
.

0

点

(b)配置予定技術者の保

有する資格
配置予定技術者の保有する資格

(c）若手担当技術者の
常駐

専任の監理技術者等の下で、一級建築士はたは１級建築施工管理
技士を有する若手担当技術者を常駐

(d)優良工事表彰受賞経

験 「業種：建築一式」
 （令和○○年度表彰、
　 令和○○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技
術者等としての経験の有無

(a)同種工事の施工実績
の有無
（平成○年4月1日から入
札の申し込みを行った日
まで）

過去20年間の企業が元請けとして同種工事の施工実績を有してい
るか

企

業
の

技

術
力

　
6

.

0
点

(b)工事成績
 「業種：建築一式」

　（令和○～○年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、近

畿地方整備局が発注する工事）の過去５か年度の企業の工事成績
評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～3.4

県の成績を有しない場合において、過去５か年度に元請として完
成した、発注工事と同種同程度以上の民間工事等が、建築基準法

の規定に適合していることを証明できるものであるか

(c)優良工事表彰
[業種：建築一式]
（令和○年度表彰、令和
○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメ
ントの取得

「建築一式」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価

点数

別記４

（Ａ) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(Ｂ)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規
模以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規
模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

同種同程度の民間工事等の工事実績について、建築基準法
の規定による検査済証および中間検査合格証（中間検査が
不要なものを除く）の写しまたは検査機関発行のこれらに
代わる証明書を提出できる場合

1.0

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし

（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（Ｃ)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模以上
であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模の
80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

一級建築士かつ１級建築施工管理技士保有（設計金額1億円
以上の工事）
一級建築士または１級建築施工管理技士保有（設計金額1億
円未満の工事）

1.0

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

推奨単位以上を取得している　 0.5

上記以外 0.0

(Ｄ)
○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

 3名以上（設計金額3億円を超える工事）
 2名以上（設計金額3億円以下の工事） 0.5

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 0.5

災害協定の締結なし 0.0

(１)および（２)を満たす 0.5

上記以外 0.0

30.0

15.0

（注）

配
置
予
定
技
術
者
の
技
術
力
　
4
.
0
点

２．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

３．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

(ｄ)県内企業および県
産品の活用

(１)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合
① 元請企業が「「発注者が指定する工種(別紙１)」を除く工種」
の全てについて県内に主たる営業所を有する企業を下請企業として
活用する
② 「「発注者が指定する工種(別紙１)」を除く工種」の全てにつ
いて、県内に主たる営業所を有する元請企業が、その一部を県内に
主たる営業所を有する企業を下請企業として活用し、残りを自ら施
工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工
種(別紙１)」を除く工種」の全てを自ら施工する

(２)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含
む）
発注者指定の品目数以上（○○品目以上）

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については、別記１のとおりとする。

(e)配置予定技術者の継
続学習への取組状況

建築士会ＣＰＤ制度または建築ＣＰＤ(継続能力／職能開発)情報提
供制度におけるにおける取得単位数
［推奨単位数］12単位／年間
　　　または、24単位／2年間

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
5
.
0
点

(b)社会貢献度 福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

(c)地域貢献度

企業内の福井県震災建築物応急危険度判定士の有無

福井県との県有建築物に係る緊急災害時等における災害協定締結の
有無

品質管理マネジメントISO9001認証を取得している。

(a)同種工事の施工経験
の有無
（平成○年4月1日から入札

の申し込みを行った日ま
で）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監理技術者
等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有しているか

(b)配置予定技術者の保
有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(c）若手担当技術者の常
駐

専任の監理技術者等の下で、一級建築士はたは１級建築施工管理技士を有
する若手担当技術者を常駐

(d)優良工事表彰受賞経
験 「業種：建築一式」
 （令和○○年度表彰、
　 令和○○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技術者等

としての経験の有無

(a)同種工事の施工実績
の有無
（平成○年4月1日から入札
の申し込みを行った日ま
で）

過去20年間の企業が元請けとして同種工事の施工実績を有している
か

企
業
の
技
術
力
　
6
.
0
点

(b)工事成績
 「業種：建築一式」
　（令和○～○年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、近畿
地方整備局が発注する工事）の過去５か年度の企業の工事成績評定
点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～3.4

県の成績を有しない場合において、過去５か年度に元請として完成
した、発注工事と同種同程度以上の民間工事等が、建築基準法の規
定に適合していることを証明できるものであるか

(c)優良工事表彰
[業種：建築一式]
（令和○年度表彰、令和○
年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメ
ントの取得

「建築一式」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価
点数
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別紙１ （建築一式工事） （略） 

 

別記５ （舗装工事）～別記６ （法面処理工事） （略） 

 

別記７ （管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事（営繕系を除く）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ （建築一式工事） （略） 

 

別記５ （舗装工事）～別記６ （法面処理工事） （略） 

 

別記７ （管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事（営繕系を除く）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記７

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価

点数

(A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発

注規模以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発
注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発

注規模以上であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発
注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

１級○○施工管理技士の資格を保有 1.0
上記以外 0.0
若手担当技術者の常駐 0.5
上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

実績あり 1.0

実績なし 0.0

(1)および(2)を満たす
0.5

上記以外 0.0

29.5

14.5

(注)

４．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

２．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と

    読み替える。

３．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

(Ｄ)
(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
5
.
0
点

(b)社会貢献度 福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

(c)地域貢献度
（令和○年度または令和○
年度）※管工事または機械
器具設置工事（営繕系を除
く）のみ適用

過去2か年度における県または市町と消雪施設点検の契約を締結し
た実績の有無

(ｄ)県内企業および
県産品の活用

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主
たる営業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業
所を有する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する
企業を下請企業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工
種」の全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含
む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活用する

(a)同種工事の施工経
験の有無
（平成○年4月1日から入札
の申し込みを行った日ま
で）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監
理技術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有
しているか配

置
予
定
技
術
者
の
技
術
力

3
.
5
点

(b)配置予定技術者の
保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(c）若手担当技術者
の常駐

専任の監理技術者等の下で、１級○○施工管理技士を有する若手
担当技術者を常駐

(ｄ)優良工事表彰受
賞経験
[業種：○○工事]
（令和○年度表彰、令和○
年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技
術者等としての経験の有無

「管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事」（営繕系を除く）　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

(a)同種工事の施工実
績の有無
（平成○年4月1日から入札
の申し込みを行った日ま

で）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有してい
るか

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0
点

(b)工事成績
「業種：○○工事」
（平成○年度から令和○年
度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、近
畿地方整備局が発注する工事）の過去５か年度の企業の工事成績
評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～
3.4

(c)優良工事表彰
 [業種：○○工事]
（令和○年度表彰、令和○
年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメ
ントの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか

別記７

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価

点数

(A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当

該発注規模以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模以上であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当

該発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

１級○○施工管理技士の資格を保有 1.0
上記以外 0.0
若手担当技術者の常駐 0.5
上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

実績あり 1.0

実績なし 0.0

(1)および(2)を満たす
0.5

上記以外 0.0

29.5

14.5

(注)

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0

点

(b)工事成績
「業種：○○工事」
（平成○年度から令和○
年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合
は、近畿地方整備局が発注する工事）の過去５か年度の企
業の工事成績評定点の平均点が一定の点数を満たしている
か

0.5～
3.4

(c)優良工事表彰
 [業種：○○工事]
（令和○年度表彰、令和

○年度表彰）

配
置
予
定
技

術
者
の
技
術
力

3
.

5
点

(c）若手担当技術者
の常駐

専任の監理技術者等の下で、１級○○施工管理技士を有す
る若手担当技術者を常駐

(ｄ)優良工事表彰受
賞経験
[業種：○○工事]
（令和○年度表彰、令和
○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の
監理技術者等としての経験の有無

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジ
メントの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか

(b)配置予定技術者
の保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

「管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事」（営繕系を除く）　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

(a)同種工事の施工
実績の有無
（平成○年4月1日から入
札の申し込みを行った日

まで）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有
しているか

(a)同種工事の施工
経験の有無
（平成○年4月1日から入
札の申し込みを行った日

まで）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企
業の監理技術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての
施工経験を有しているか

(Ｄ)
(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
5
.
0
点

(c)地域貢献度
（令和○年度または令和
○年度）※管工事（営繕

系を除く）のみ適用

過去2か年度における県または市町と消雪施設点検の契約を
締結した実績の有無

(ｄ)県内企業および
県産品の活用

(b)社会貢献度 福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

２．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と
    読み替える。

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県
内に主たる営業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主た
る営業所を有する元請企業が、その一部を県内に主たる営
業所を有する企業を下請企業として活用し、残りを自ら施
工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定
する工種」の全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材
を含む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活
用する

４．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

３．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。
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別記８ （管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事（営繕系））～別紙２ （略） 

 

別記９ （交通安全施設工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記８ （管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事（営繕系））～別紙２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記９

分類 評 価 項 目 評 価 内 容 評 価 基 準
評価

点数

(A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規模の60%以上であっ

たもの 1.5

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし

（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模の60%以上であっ

たもの 1.5

上記以外 0.0

１級土木施工管理技士または１級建設機械施工管理技士の資格を保有 1.0

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

推奨単位数以上を取得している 1.0

推奨単位数の半分以上を取得している 0.5

上記以外 0.0

(D)
○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

(1)および(2)を満たす 0.5

上記以外 0.0

28.5

13.5

(注)

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0
点

配
置
予
定
技
術
者
の
技
術
力
 
3
.
5
点

４．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

※　入札に参加する者に必要な資格において配置予定技術者の保有資格を１級国家資格のみ求めている場合には、１級国家資格は評価の対象としない。

※　「継続学習」は設計金額1億円以上において、配置予定技術者の1級国家資格を評価項目としない案件において評価項目とする。

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

２．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と読み替える。

３．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
4
.
0
点

(b)社会貢献度 福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

(d)県内企業および県産
品の活用

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）

①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主たる営
業所を有する企業を下請企業として活用する

② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業所を有
する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する企業を下請企
業として活用し、残りを自ら施工する

③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工種」の
全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活用する

(a)同種工事の施工経験

の有無
（平成○年4月1日から入札の
申し込みを行った日まで）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監理技術
者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有しているか

(b)配置予定技術者の保
有する資格等

配置予定技術者の保有する資格

(c)若手担当技術者の常
駐

専任の監理技術者等の下で、１級土木施工管理技士または１級建設機械
施工管理技士を有する若手担当技術者を常駐

(d)優良工事表彰受賞経

験[業種：交通安全施設]
（令和○年度表彰、令和○年
度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技術者等
としての経験の有無

(e)配置予定技術者の継
続学習への取組状況

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の取得単位数
　[推奨単位数]
　　連続した１～５年間で年数×各団体の推奨単位数以上

　　を満たすもの

「交通安全施設工事」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

(a)同種工事の施工実績

の有無
（平成○年4月1日から入札の
申し込みを行った日まで）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有しているか

(b)工事成績

「業種：交通安全施設」
（令和○年度から令和○年
度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、○○地方
整備局が発注する工事（○○○○○））の過去2か年度の企業の工事成績

評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～
3.4

(c)優良工事表彰
[業種：交通安全施設]
（令和○年度表彰、令和○年
度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメン
トの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか
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技術資料（様式第４号）～様式第４号の２（法面処理工事） （略） 

 

様式第４号の２（管・電気・電気通信・機械器具設置・消防施設工事）（営繕系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術資料（様式第４号）～様式第４号の２（法面処理工事） （略） 

 

様式第４号の２（管・電気・電気通信・機械器具設置・消防施設工事）（営繕系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様
式

第
４

号
の

２

 （
管

・
電

気
・

電
気

通
信

・
機

械
器

具
設

置
・

消
防

施
設

工
事

）
（

営
繕

系
を

除
く

）

工
事

名
○

○
○

○
○

○
○

○
工

事

工
事

場
所

○
○

○
○

　
○

○
市

○
○

様
式

第
9
号

工
事

成
績

施
工

経
験
の

有
無

地
域

精
通

度

有
無

加
算

点
有
無

加
算
点

有
無

加
算

点
件

数
平

均
(
小
数

二
位

切
捨

)
加
算

点
有

無
加

算
点

資
格

名
加

算
点

有
無

加
算

点
有

無
加
算

点
主

た
る

営
業

所
加

算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算

点
有
無

加
算

点

配
点

最
大

※
１

1
.5

有
0.
5

有
0
.5

80
点

以
上

3
.5

6
.0

※
１

1.
5

一
級

管
1.

0
有

0.
5

有
0
.5

3
.5

○
○

市
2.

5
有

1.
0

有
1
.0

有
0.

5
5
.0

14
.5

※
２

1
.0

70
.0
～

79
.9

点
（

工
事
成

績
評
定

点
の

平
均
点
-
70
）
×

0.
3＋

0.
5

～
※

２
1.

0

○
○

土
木

管
内

1.
0

～

最
小

そ
の

他
0
.0

無
0.
0

無
0
.0

70
点

未
満

0
.0

0
.0

そ
の

他
0.

0
そ
の

他
0.

0
無

0.
0

無
0
.0

0
.0

そ
の

他
0.

0
無

0.
0

無
0
.0

無
0.

0
0
.0

0
.0

記
載

例

㈱
○

○
○

※
２

1
.0

無
0.
0

有
0
.5

6
78

.3
2
.9

4
.4

※
２

1.
0

一
級

管
1.

0
有

0.
5

無
0
.0

2
.5

○
○

市
2.

5
有

1.
0

有
1
.0

有
0.

5
5
.0

11
.9

自
己

評
価

点

㈱
○

○
○

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

（
平

均
点
は

少
数

点
第
二

位
以
下

を
切

捨
て
た

小
数
点

第
一

位
ま
で

の
数
値

と
し

、
加
算

点
は
計

算
し
た

結
果

の
小
数

点
第
二

位
以

下
を
切

捨
て
る

）

注
意

・
事
後

審
査

型
の

案
件

に
お
い

て
、

入
札

公
告

に
従
い

、
入

札
書

と
同

時
に
提

出
す

る
。

・
入
札

公
告

に
添

付
さ

れ
た
評

価
基

準
表

に
従

い
、
様

式
第

9号
～
第

1
1号

を
作

成
し
た

後
に

、
記

入
す

る
こ
と

。
・
評
価

対
象

と
な

っ
て

い
な
い

項
目

に
つ

い
て

は
空
欄

と
す

る
こ

と
。

・
『
地

域
貢

献
度

』
（

様
式
第

９
号

）
の

項
目

に
つ
い

て
は

、
「

管
工

事
」

ま
た
は

「
機

械
器
具

設
置

工
事

」
の

み
。

・
様
式

の
改

変
は

行
わ

ず
、
黄

色
着

色
の

箇
所

の
み
記

入
し

、
入

札
公

告
に
添

付
さ

れ
た

エ
ク
セ

ル
の

ま
ま

提
出

す
る
こ

と
。

な
お

、
フ

ァ
イ
ル

名
に

は
企

業
名

称
を
含

め
る

こ
と

。
・
入
札

書
の

提
出

に
際

し
、
エ

ク
セ

ル
以

外
の

フ
ァ
イ

ル
形

式
と

な
る

書
類
を

添
付

す
る

必
要
が

あ
る

場
合

は
、

福
井
県

電
子

入
札

運
用

基
準
第

8
条
に
基

づ
き

、
Ｌ

Ｚ
Ｈ

形
式
ま

た
は

Ｚ
ｌ

Ｐ
形

式
に
よ

り
圧

縮
す

る
こ

と
。

・
入
札

参
加

資
格

確
認

申
請
書

提
出

依
頼

を
受

け
た
者

の
み

が
、

入
札

参
加
資

格
確

認
資

料
と
併

せ
て

、
様

式
第

9号
～
1
1
号
お

よ
び
添

付
資

料
を

提
出
す

る
こ

と
。

・
様
式

第
4
号

の
2
と
様

式
第
9
号

～
1
1号

の
記

載
内

容
に

不
整
合

が
な

い
よ

う
、

十
分
に

注
意

し
て

作
成

す
る
こ

と
。

不
整

合
が

あ
っ

た
項

目
は

、
加

点
し

な
い

こ
と

が
あ

る
。

※
１

※
２

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

以
上

で
あ

っ
た

も
の

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

の
8
0
%
以

上
1
0
0
%
未

満
で

あ
っ

た
も

の

技
術

資
料

自
己

評
価

申
請

書

保
有

資
格

企
業
の

技
術

力

優
良

工
事

加
点

申
請

の
有

無

小
計

優
良

工
事

加
点

申
請

の
有

無
若
手

担
当
技

術
者

常
駐

の
有

無
地

域
貢

献
度

企
業

の
地

域
性
・

社
会
性

I
S
O
認

証
有

無
小

計
社

会
貢

献
度

福
井

県
と

の
災

害
協

定
の

締
結

合
計

小
計

技
術
評

価
点

配
置

予
定

技
術
者

県
内

企
業

お
よ

び
県

産
品

の
活

用

企
業

名

様
式
第

9
・
1
0
号

様
式

第
9
号

様
式
第

1
1
号

施
工

実
績

の
有

無

様
式

第
４

号
の

２

 （
管

・
電

気
・

電
気

通
信

・
機

械
器

具
設

置
・

消
防

施
設

工
事

）
（

営
繕

系
を

除
く

）

工
事

名
○

○
○

○
○

○
○

○
工

事

工
事

場
所

○
○

○
○

　
○

○
市

○
○

様
式

第
9
号

工
事

成
績

施
工

経
験
の

有
無

地
域
精

通
度

有
無

加
算

点
有

無
加

算
点

有
無

加
算

点
件

数
平

均
(小

数
二

位
切

捨
)

加
算
点

有
無

加
算

点
資

格
名

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算

点
主

た
る

営
業

所
加

算
点

有
無

加
算

点
有
無

加
算

点
有

無
加

算
点

配
点

最
大

※
１

1
.
5

有
0
.5

有
0
.
5

8
0
点

以
上

3
.
5

6
.0

※
１

1
.
5

一
級
管

1
.0

有
0
.5

有
0
.
5

3.
5

○
○

市
2
.
5

有
1
.
0

有
1
.
0

有
0
.
5

5.
0

1
4
.
5

※
２

1
.
0

70
.
0
～

79
.
9
点

（
工

事
成

績
評

定
点

の
平

均
点

-7
0
）

×
0
.
3
＋

0
.
5

～
※

２
1
.
0

○
○

土
木

管
内

1
.
0

～

最
小

そ
の

他
0
.
0

無
0
.0

無
0
.
0

7
0
点

未
満

0
.
0

0
.0

そ
の

他
0
.
0

そ
の

他
0
.0

無
0
.0

無
0
.
0

0.
0

そ
の

他
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

0.
0

0
.
0

記
載

例

㈱
○

○
○

※
２

1
.
0

無
0
.0

有
0
.
5

6
7
8
.3

2
.
9

4
.4

※
２

1
.
0

一
級
管

1
.0

有
0
.5

無
0
.
0

2.
5

○
○

市
2
.
5

有
1
.
0

有
1
.
0

有
0
.
5

5.
0

1
1
.
9

自
己

評
価

点

㈱
○

○
○

0
.
0

0
.0

0.
0

0.
0

0
.
0

（
平
均

点
は
少

数
点
第

二
位
以

下
を
切

捨
て
た

小
数

点
第
一

位
ま
で

の
数
値

と
し
、

加
算
点

は
計
算

し
た
結

果
の
小

数
点
第

二
位
以

下
を
切

捨
て
る

）

注
意

・
事

後
審

査
型

の
案

件
に

お
い

て
、

入
札

公
告

に
従

い
、

入
札

書
と
同

時
に

提
出

す
る

。
・
入

札
公

告
に

添
付

さ
れ

た
評

価
基

準
表

に
従

い
、

様
式

第
9
号
～

第
1
1
号
を

作
成

し
た

後
に

、
記

入
す

る
こ

と
。

・
評

価
対

象
と

な
っ

て
い

な
い

項
目

に
つ

い
て

は
空

欄
と

す
る

こ
と
。

・
『

地
域

貢
献

度
』

（
様

式
第

９
号

）
の

項
目

に
つ

い
て

は
、

「
管
工

事
」

の
み

。
・
様

式
の

改
変

は
行

わ
ず

、
黄

色
着

色
の

箇
所

の
み

記
入

し
、

入
札
公

告
に

添
付

さ
れ

た
エ

ク
セ

ル
の

ま
ま

提
出

す
る

こ
と

。
な

お
、

フ
ァ

イ
ル

名
に

は
企

業
名

称
を

含
め

る
こ

と
。

・
入

札
書

の
提

出
に

際
し

、
エ

ク
セ

ル
以

外
の

フ
ァ

イ
ル

形
式

と
な
る

書
類

を
添

付
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

福
井

県
電

子
入

札
運

用
基

準
第

8
条
に

基
づ

き
、

Ｌ
Ｚ

Ｈ
形

式
ま
た

は
Ｚ

ｌ
Ｐ

形
式

に
よ

り
圧

縮
す

る
こ

と
。

・
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
書

提
出

依
頼

を
受

け
た

者
の

み
が

、
入
札

参
加

資
格

確
認

資
料

と
併

せ
て

、
様

式
第

9
号
～

11
号

お
よ

び
添

付
資

料
を

提
出

す
る

こ
と

。
・
様

式
第

4号
の
2
と

様
式

第
9
号
～

1
1号

の
記

載
内

容
に

不
整

合
が

な
い

よ
う

、
十

分
に

注
意

し
て

作
成

す
る

こ
と

。
不

整
合

が
あ

っ
た

項
目

は
、

加
点

し
な

い
こ

と
が

あ
る

。

※
１

※
２

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

以
上

で
あ

っ
た

も
の

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

の
8
0
%以

上
1
0
0
%未

満
で

あ
っ

た
も

の

技
術

資
料

自
己

評
価

申
請

書

保
有

資
格

企
業

の
技

術
力

優
良
工

事

加
点

申
請

の
有

無

小
計

優
良

工
事

加
点
申

請
の

有
無

若
手

担
当
技

術
者
常

駐
の
有

無
地

域
貢

献
度

企
業
の

地
域
性

・
社
会

性

I
S
O
認

証
有

無
小
計

社
会

貢
献

度
福

井
県
と

の

災
害

協
定
の

締
結

合
計

小
計

技
術

評
価

点

配
置

予
定

技
術
者

県
内

企
業

お
よ
び

県
産
品

の
活

用

企
業

名

様
式

第
9
・
1
0
号

様
式
第

9
号

様
式
第

1
1
号

施
工

実
績
の

有
無



福井県建設工事総合評価落札方式実施要領 新旧対照表 
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様式第４号の２（管・電気・電気通信・機械器具設置・消防施設工事）（営繕系） （略） 

 

様式第４号の２（交通安全施設工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号の２（管・電気・電気通信・機械器具設置・消防施設工事）（営繕系） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工
事

名
○

○
○

○
○

○
工

事

工
事

場
所

○
○

○
○

線
　

○
○

市
○

○

企
業
の

技
術
力

様
式
第

9
号

工
事

成
績

施
工

経
験

の
有

無
継

続
学

習
地

域
精

通
度

有
無

加
算

点
有
無

加
算

点
有
無

加
算
点

件
数

平
均

(
小
数

二
位
切

捨
)

加
算

点
有
無

加
算
点

有
無

資
格
名

加
算
点

有
無

加
算

点
有

無
加
算

点
単

位
数

加
算

点
主
た

る
営
業

所
加
算

点
有
無

加
算

点
有

無
加
算

点

配
点

最
大

※
１

1
.5

有
0
.5

有
0.
5

8
0点

以
上

3.
5

6
.0

※
１

1.
5

一
級
土

木
1.
0

有
0
.5

有
0
.5

推
奨

単
位

数
以
上

1.
0

3
.5

○
○
市

2
.5

有
1
.0

有
0.

5
4
.0

13
.5

70
.0
～

79
.9
点

（
工
事
成

績
評
定

点
の
平
均

点
-7
0）

×
0.
3
＋
0.
5

～

推
奨

単
位

数
の

半
分

以
上

0.
5

○
○

土
木

管
内

1
.0

最
小

そ
の

他
0
.0

無
0
.0

無
0.
0

7
0点

未
満

0.
0

0
.0

そ
の

他
0.

0
そ

の
他

0.
0

無
0
.0

無
0
.0

そ
の

他
0.

0
0
.0

そ
の
他

0
.0

無
0
.0

無
0.

0
0
.0

0
.0

記
載

例

㈱
○

○
○

※
２

1
.0

有
0
.5

有
0.
5

7
7
7.
8

2.
8

4
.8

※
２

1.
0

一
級
土

木
1.
0

有
0
.5

無
0
.0

2
.5

○
○
市

2
.5

有
1
.0

有
0.

5
4
.0

11
.3

自
己

評
価

点

㈱
○

○
○

0.
0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

（
平

均
点

は
少
数

点
第

二
位
以

下
を

切
捨

て
た
小

数
点

第
一
位

ま
で

の
数

値
と
し

、
加

算
点
は

計
算

し
た

結
果
の

小
数

点
第
二

位
以

下
を

切
捨
て

る
）

注
意

・
事
後

審
査
型

の
案

件
に
お

い
て
、

入
札

公
告
に

従
い
、

入
札

書
と
同

時
に
提

出
す

る
。

・
入
札

公
告
に

添
付

さ
れ
た

評
価
基

準
表

に
従
い

、
様
式

第
9
号
～

第
1
1号

を
作
成

し
た

後
に
、

記
入
す

る
こ

と
。

・
評
価

対
象
と

な
っ

て
い
な

い
項
目

に
つ

い
て
は

空
欄
と

す
る

こ
と
。

・
様
式

の
改
変

は
行

わ
ず
、

黄
色
着

色
の

箇
所
の

み
記
入

し
、

入
札
公

告
に
添

付
さ

れ
た
エ

ク
セ
ル

の
ま

ま
提
出

す
る
こ

と
。
な

お
、

フ
ァ
イ

ル
名
に

は
企

業
名
称

を
含
め

る
こ

と
。

・
入
札

書
の
提

出
に

際
し
、

エ
ク
セ

ル
以

外
の
フ

ァ
イ
ル

形
式

と
な
る

書
類
を

添
付

す
る
必

要
が
あ

る
場

合
は
、

福
井
県

電
子
入

札
運

用
基
準

第
8
条
に

基
づ
き

、
Ｌ
Ｚ

Ｈ
形

式
ま
た

は
Ｚ
ｌ

Ｐ
形

式
に
よ

り
圧
縮

す
る

こ
と
。

・
入
札

参
加
資

格
確

認
申
請

書
提
出

依
頼

を
受
け

た
者
の

み
が

、
入
札

参
加
資

格
確

認
資
料

と
併
せ

て
、

様
式
第

9号
～
1
1号

お
よ

び
添
付

資
料
を

提
出

す
る
こ

と
。

・
様
式

第
4
号
の
2
と

様
式
第

9号
～
1
1号

の
記

載
内
容

に
不
整

合
が

な
い
よ

う
、
十

分
に

注
意
し

て
作
成

す
る

こ
と
。

不
整

合
が

あ
っ

た
項

目
は

、
加

点
し

な
い

こ
と

が
あ

る
。

※
１

様
式

第
４

号
の

２
（

交
通

安
全

施
設

工
事

）
技

術
資

料
自

己
評

価
申

請
書

小
計

小
計

企
業
の

地
域

性
・
社

会
性

若
手

担
当

技
術

者
常

駐
の

有
無

優
良

工
事

加
点

申
請

の
有

無
社

会
貢

献
度

福
井

県
と

の
災

害
協

定
の

締
結

企
業
名

様
式
第

9
・
1
0
号

様
式

第
9号

施
工

実
績

の
有

無
優
良

工
事

加
点
申

請
の

有
無

I
S
O
認

証
有

無
保

有
資

格
県

内
企

業
お

よ
び

県
産

品
の

活
用

合
計

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

の
6
0
%
以

上
で

あ
っ

た
も

の

配
置

予
定

技
術
者

様
式
第

1
1号

小
計

技
術

評
価
点
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- 10 - 

 

 

 （様式第５号）～（様式第９号）（土木一式工事用） （略） 

 

（様式第９号）（鋼構造物工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （様式第５号）～（様式第９号）（土木一式工事用） （略） 

 

（様式第９号）（鋼構造物工事用） 
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 （様式第９号）（建築一式工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （様式第９号）（建築一式工事用） 
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 （様式第９号）（舗装工事用） （略） 

 

（様式第９号）（法面処理工事用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （様式第９号）（舗装工事用） （略） 

 

（様式第９号）（法面処理工事用） 
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 （様式第９号）（管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事用）（営繕系を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （様式第９号）（管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事用）（営繕系を除く） 
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（様式第９号）（営繕系の管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事用） （略） 

 
 （様式第９号）（交通安全施設工事用） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

（様式第９号）（営繕系の管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事用） （略） 
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 （様式第９号の４）（建築一式、営繕系の管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事用） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 （様式第９号の４） 
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 （様式第１０号） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 （様式第１０号） 
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 （様式第１０号の２）（建築一式工事用） （略） 
 
 （様式第１１号） 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 （様式第１０号の２）（建築一式工事用） （略） 
 
 （様式第１１号） 
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 （様式第１１号の２） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 （様式第１１号の２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


